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議
会
だ
　
よ
り

☆
…
芯
鑓
町
議
会
箪
二
回
定
例
会
が
七
月
二
十
L
‖
招
集
さ
れ
、
十
一
日
…
淀

☆
－
間
の
会
期
で
次
の
繋
が
蕃
畿
さ
れ
ま
し
た
。

上
提
議
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
て

：☆

国
説
の
緻
演
矯
庫

1
昭
和
三
十
九
年
度
遠
賀
町
一
般
会
計

補
正
予
鉾
（
第
二
号
）

可

　

決

2
瑠
和
三
十
九
年
度
特
別
会
計
遼
萄
町

簡
易
水
道
補
正
予
覚
（
第
一
号
）

可

　

決

3
宙
少
年
関
越
協
頚
会
条
例
の
制
定
に

可

　

決

4
遺
鰐
特
別
職
の
職
質
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
醐
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
流
を
改
揺
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
　
　
　
可
決

5
座
薬
共
済
組
合
禦
蒜
佃
会
委
員
の

委
嘱
同
感
に
つ
い
て
　
　
可
決

6
交
通
安
全
都
市
宣
言
に
つ
い
て

可

　

決

1
遠
賀
町
役
甥
課
設
蹴
条
例
の
一
都
改

正
に
つ
い
て
（
追
加
上
穏
）

可
∴
決

8
宮
窪
町
役
場
職
員
走
数
条
例
の
一
部

改
竜
に
つ
い
て
（
追
加
上
穫
）

可

　

決

9
遼
噴
町
譲
全
委
員
会
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
（
逓
加
上
程
）

1
0
昭
納
三
十
九
年
麗
遠
賀
町
一
袋
計

補
記
予
舞
（
窮
言
づ
×
追
加
上
程
）

可

　

決

嶋
惇
弼
評
語
馴
刊

「
み
ん
な
に
い
い
予
算
や
」

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
「
み
に
こ
い
よ
ミ

ヤ
」
予
算
だ
も
ん
ナ
。
こ
れ
は
な
ん
で

し
ょ
う
か
？
∴
昭
和
三
十
九
年
暖
の
一

般
会
計
予
算
額
が
、
三
兆
二
千
五
百
五

十
四
鰹
二
千
八
百
万
円
を
い
い
か
え
た

も
の
で
す
。
三
二
五
五
四
三
八
、
一
種

の
語
呂
合
せ
で
寸
が
、
今
年
は
政
蹄
の

二
千
億
減
税
の
方
針
に
添
っ
て
、
法
人

税
、
所
総
説
が
減
税
さ
れ
、
さ
る
四
月

一
口
、
法
練
が
改
正
施
行
さ
れ
ま
し

た。

（
別
表
参
照
の
こ
と
）

昨
年
と
比
べ
て
ど
れ
だ
け
減
税
に
な

っ
た
の
か
、
一
度
試
算
し
て
み
ま
す

と
、
昨
年
と
同
じ
く
一
〇
〇
万
円
の
所

得
が
あ
る
と
し
て
、
配
俄
雪
千
三
人

（
十
五
才
以
上
、
十
四
才
、
十
三
才
未

満
）
の
窮
余
二
で
の
他
の
講
壇
除
が
同

じ
条
件
で
は
、
約
一
割
充
分
罷
麗
金

が
少
く
な
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
昨

年
よ
り
所
得
が
多
く
な
り
ま
す
か
ら
、

納
税
貯
議
は
し
っ
か
り

し
て
お
い
た
方
が
、
安

全
の
よ
う
で
す
。

な
お
、
法
人
税
に
つ
き

ま
し
て
」
へ
浜
の
と
お
り

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

お
も
な
改
正
点
は
、

。
耐
用
年
数
を
短
縮
し

た
こ
と
（
平
均
十
五
劣

親
睦
）
o
軽
減
税
率
適

用
綺
園
を
拡
大
し
た
こ

と
（
密
通
法
人
課
税
所

得
三
百
万
円
以
下
三
三

％
、
三
百
万
を
超
え
る

と
三
八
劣
）
〇
両
壊
会

社
の
留
保
所
得
課
税
を

軽
減
e
減
価
償
却
方
法

の
選
走
を
故
董
な
と
で

す。

水
嵩
や
台
風
の
シ
ー
ス
ン
が
さ
ま
し

た
。
盗
概
や
火
災
の
場
合
も
同
じ
で
す

が
、
税
の
救
済
籍
許
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
不
孝
に
し
て
縛
災
さ
れ
た
方
は
、

早
め
に
税
移
薯
へ
ご
和
談
下
さ
い
。

1
各
種
期
限
の
延
期

申
告
、
印
調
、
納
税
、
徴
収
、
そ
の

他
税
法
で
重
め
ち
れ
て
い
る
諸
期
限
に

つ
い
て
、
災
雷
発
生
後
一
万
月
以
内
に

そ
の
期
限
が
来
る
も
の
に
つ
い
て
は
期

限
糞
の
申
請
喜
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
椴
零
後
一
万
月
間
の
縦
田
内
で
そ

の
期
限
が
延
期
さ
れ
ま
す
。

2
所
得
税
の
軽
減
免
除

住
宅
や
家
財
に
つ
い
て
秘
密
を
っ
け

た
と
き
は
、
そ
の
機
雷
に
よ
り
、
災
薯

減
免
藻
に
よ
る
新
鮮
の
減
免
か
、
ま
た

は
所
祐
税
法
に
よ
る
猶
郎
授
除
を
っ
げ

ろ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
六
月
巾
に
こ
れ
ち
の
災
零
を
受

け
ら
れ
た
と
き
は
予
定
納
税
額
の
減
額

申
請
を
七
月
十
五
日
ま
で
に
し
ま
す
と

第
一
期
分
か
ち
適
朋
に
な
り
ま
す
。

ま
た
事
業
用
澄
巌
に
つ
い
て
こ
れ
ち

の
抱
零
を
受
け
た
と
き
は
、
所
縁
計
算

上
必
袋
緒
鎧
と
し
て
控
除
さ
れ
、
ま
た

繰
越
挟
除
が
嫁
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
給
与
所
得
者
に
つ
い
て
も
こ

れ
ら
の
災
管
を
受
け
た
と
き
は
、
一
走

の
条
件
の
も
と
に
所
得
税
が
軽
減
免
除

さ
れ
ま
す
。

3
納
税
の
猶
予

災
書
を
受
け
ら
れ
て
、
納
税
が
閉
経

と
な
っ
た
方
は
、
一
年
以
内
の
純
繭
で

納
税
の
猶
予
が
殺
め
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
諸
期
限
の
延
長
と
同
じ
く
、

こ
れ
ち
の
梯
子
に
よ
る
利
子
税
、
延
滞

税
な
ど
は
免
除
さ
れ
ま
す
。

1
そ
の
他

相
続
税
、
贈
与
税
、
細
説
、
物
品
税

な
ど
に
つ
い
て
も
被
告
の
状
況
に
よ
り

納
税
の
軽
減
免
除
、
ま
た
は
控
除
あ
る

い
は
猶
予
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま

す。（
注
）
各
種
の
申
告
時
論
華
お
よ
び

被
背
明
細
高
は
税
薙
紫
に
周
接
し
て

お
り
ま
す
の
で
ご
相
談
下
さ
い
。



今
月
は
、
町
県
民
親
祭
二
期
分
を
納

め
ま
し
ょ
う
〃

期
限
　
八
月
二
十
五
日

一
、
申
込
期
間
　
八
月
一
七
日
か
ら
八

月
二
〇
日
ま
で

二
、
申
込
場
所
　
役
場
社
会
係
（
申
込

密
あ
り
）

三
、
貸
付
は
、
貸
付
蕃
山
会
を
開
催

し
、
生
癌
困
窮
寄
稿
全
案
等
を
饅

先
し
て
頼
位
を
決
定
す
る
。

四
、
今
回
の
割
当
金
頚
は
、
極
め
て
少

い
た
め
特
に
必
襲
な
方
以
外
は
次
回

に
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

弄
、
申
込
者
は
、
国
債
を
受
理
き
れ
た

人
に
限
り
ま
す
。

観
念
の
申
告
期
限
に
つ
い

て①
　
所
駕
税
の
確
定
申
告

毎
年
二
月
士
ハ
日
か
ち

三
月
十
万
日
ま
で

⑨
　
贈
与
税
の
申
告

毎
年
二
月
一
日
か
ら

二
月
末
日
ま
で

③
　
相
続
税
の
申
告

相
続
の
閲
始
が
あ
っ
た
こ
と
毒

知
っ
た
目
か
ら
」
ハ
カ
月
以
内

④
　
個
人
甑
藁
税
税
の
慰
‥

荻
生
二
月
二
十
日
ま
で

⑤
個
人
の
町
県
民
税
の
申
告

毎
年
三
豊
－
十
日
ま
で

稲
作
後
期
の
管
理
に
つ
い
て

◎
誌
腿
の
施
用
時
期
及
び
量
に
つ
い
て

目
的
～
一
穂
概
数
の
鵡
加
と
穂
数
の
穏
健

時
期
～
出
穂
二
十
五
日
嗣

各
器
の
出
様
期

「
ハ
カ
キ
」
を
受
取
っ
た

ら
す
ぐ
返
車
を
下
さ
い

佳
良
登
録
は
、
町
内
に
住
所
を
定
め

て
い
る
人
は
必
ず
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
末
だ
住
民
叢
銃
を
し
て
い
な

い
方
が
あ
る
よ
う
で
す
。
役
場
の
資
料

は
殆
ん
ど
佳
境
蕎
鎌
の
人
口
や
世
桁
数

を
蕃
礎
に
し
て
作
っ
て
い
享
。

若
し
あ
な
た
の
豪
族
や
知
人
で
住
民

輩
録
を
し
て
な
い
方
が
あ
れ
は
今
す
ぐ

蕎
録
し
て
下
さ
い
。

係
で
は
現
在
諾
録
し
て
あ
る
方
で
内

容
に
凝
固
の
あ
る
も
の
は
「
往
復
ハ
ガ

キ
」
で
願
会
し
て
お
り
ま
す
か
ら
ハ
カ

キ
を
受
取
っ
た
と
き
は
必
ず
田
谷
を
下

さ
る
よ
う
お
舶
い
ー
ま
ず
。
岡
谷
の
な

い
と
き
は
佳
鴬
お
萎
汀
が
で
き
ま
せ

ん。※
未
登
録
者
の
住
民
登

録
手
続
の
し
か
た

①
　
前
住
所
地
よ
り
転
用
義
明
密
を
取

り
よ
せ
る
。

②
　
漸
住
所
地
の
区
－
長
よ
り
鼓
動
職
謹

喜
も
ら
っ
て
内
容
記
臓
の
上
、
区
長

の
証
明
印
を
も
ー
つ
つ
。

⑧
　
①
、
②
の
蒔
慾
在
役
崩
受
付
に
擾

軸
す
る
（
配
給
受
穏
電
文
は
商
給
受

配
監
事
に
極
大
の
方
は
必
ず
「
憲

兵
を
百
〇
時
瀕
こ
燕
）
⊆
C
達
男
一
こ

下
さ
い
）

的
、
椋
出
さ
れ
る
鴫
も
必
ず
③
と
③
の

詐
類
を
挫
出
し
て
下
き
い
。

国
民
年
金
法
改
正
に
よ
る

障
害
年
金
支
給
範
囲

の
拡
大
に
つ
い
て

従
来
の
障
蒋
停
会
は
肢
体
不
日
的
籍

の
外
部
陣
容
著
に
女
給
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
今
慶
の
法
改
正
に
よ
り
、

1
結
核
性
疾
患
に
よ
る
身
体
機
能
の
障

害
諸
及
び
病
状
者

2
時
唆
器
の
機
能
障
喜
寿

3
樹
神
輯
答
著
（
桁
御
清
輝
、
神
経
痘

及
び
柄
補
講
商
に
よ
る
も
の
在
除

く）以
十
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
日
帝

の
用
を
弁
ず
る
坤
を
不
能
な
ら
し
め
る

者
（
一
級
該
当
者
）
に
今
年
九
月
分
よ

り
年
金
を
支
給
す
る
華
に
な
り
ま
し
た

該
当
者
は
後
培
社
食
係
の
所
で
請
求

手
続
を
し
て
下
き
い
。

戦
親
書
ク
婆
ク
に
対
す

る
特
別
給
付
金
国
債
胞

●
噌
貸
付
に
つ
い
て

右
の
こ
と
に
つ
い
て
、
左
記
の
と
お

り
傍
受
申
込
者
の
受
付
右
い
た
し
ま
す

の
で
希
望
者
は
伸
し
込
ん
で
下
さ
い
。

己

施
用
壷
（
一
〇
ア
ー
ル
当
り
）

N
K
C
3
号
（
N
1
8
、
P
O
、
K
1
6
）
1
0
キ
ロ
グ
ラ
ム

◎
澄
瀬
（
用
水
）
に
つ
い
て

幼
恋
形
成
期
以
降
は
、
水
斉
切
ら
さ
な
い
よ
う
に
管
環
す
る
こ
と
。

○
切
ら
す
と

。
穂
が
小
さ
く
な
る
　
　
　
o
不
穏
樹
の
数
が
躯
加
す
る

。
極
端
な
核
合
は
日
穂
と
な
る

○
特
に
埴
窓
前
一
〇
－
三
信
に
水
を
切
ら
す
と

e
花
粉
が
う
ま
く
出
来
ず
、
お
ナ
チ
、
出
来
た
樹
も
消
え
る

二
讃
数
も
減
じ
て
収
毒
が
一
番
低
く
な
る

。
穂
は
ら
み
期
の
内
で
も
埴
穏
一
〇
目
前
か
ら
埴
硬
ま
で
の
約
一
〇
日
間
に

充
分
の
水
さ
え
あ
れ
は
年
ば
つ
の
破
鳶
は
蝕
め
て
少
な
い

⑨
落
水
湖
に
つ
い
て

落
水
期
と
稔
爽
状
態
の
関
係

以
上
の
糞
に
よ
り
九
月
中
に
は
、
落
水
し
な
い
よ
う
に
部
落
、
隣
組
に
て
請
合

っ
て
下
さ
い
。

庵
k
ト
を
ビ
玩
好
さ
薯
手
工
‥
膏
ノ
ラ
つ
英
子
。



∧
野
生
鳥
獣
C
飼
育
に
つ
い
て
＞

野
生
生
瀬
を
傑
誰
す
る
た
め
に
強
固

に
お
い
て
は
「
鳥
減
依
謹
枚
狩
猟
二
閑

ス
ル
法
縛
」
が
あ
り
ま
す
∵
」
の
法
律

の
第
十
一
二
条
に
よ
っ
て
総
て
の
野
造
鳥

獣
は
、
知
肇
の
発
行
す
る
蔦
甑
飼
養
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
飼
養
威
施
又
は
譲

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
故
に
嶋

獣
飼
養
許
可
腹
を
受
け
ず
に
、
メ
ジ

ロ
、
ウ
ク
イ
ス
、
ヒ
ハ
リ
、
ヤ
マ
ガ

ラ
、
コ
マ
ド
リ
、
コ
カ
ラ
、
オ
オ
ル

リ
、
マ
ヒ
ワ
、
ウ
ソ
、
オ
シ
ド
リ
、

ツ
ク
、
、
ヽ
　
サ
ル
等
の
野
位
鳥
獣
を
飼

諸
し
て
い
れ
ば
法
綿
布
二
十
二
条
に
よ

り
六
カ
月
以
下
の
懲
役
又
は
二
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
か
ら
こ
の

よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ

ま
た
、
こ
れ
ら
の
蔦
駿
は
特
に
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
捕
獲
す
る
こ
と
も
出

来
ま
せ
ん
。
い
妻
で
勝
手
に
山
で
岡

を
使
っ
て
捕
っ
て
来
て
飼
っ
て
も
長
い

間
の
習
佃
に
な
れ
殆
ん
と
多
く
の
人
達

は
自
分
蓮
が
法
律
違
反
を
し
て
い
る
と

い
う
愚
澱
さ
え
持
た
な
い
で
過
し
て
来

た
し
、
ま
た
そ
の
取
締
り
も
ゆ
る
や
か

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
昭
和

二
王
ハ
年
度
の
狩
猟
法
の
改
正
に
よ
り

野
蔦
の
保
護
が
強
化
さ
れ
餌
蔦
に
つ
い

て
も
日
本
の
国
内
に
賎
む
す
べ
て
の
野

鳥
に
つ
い
て
は
飼
養
を
禁
止
す
る
案
も

あ
っ
た
の
で
す
か
憂
い
閥
の
伝
統
各
班

ん
じ
今
後
も
あ
る
穣
段
の
穏
類
と
数
の

野
鳥
は
許
可
を
縮
れ
は
飼
う
こ
と
を
認

め
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
り
事
す
。

即
ち
飼
う
べ
き
野
鳥
は
許
可
を
得
て

最
少
限
度
数
を
餉
市
す
る
が
其
の
他
は

い
っ
さ
い
揃
経
を
鷺
娘
も
し
な
い
よ
う

に
す
る
と
い
う
趣
情
な
の
で
あ
り
ま

す。
多
く
の
入
違
が
楽
し
み
に
し
て
い
る

野
鳥
の
飼
養
に
つ
い
て
な
ぜ
こ
の
よ
っ

な
制
限
か
つ
け
ち
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
し
ど
っ
か
、
そ
れ
は
一
義
で
い

え
は
野
鳥
が
少
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ

り
ま
す
。
全
般
的
に
野
鳥
が
い
か
に
へ

っ
た
か
は
、
飼
鳥
雰
白
身
が
一
番
よ
く

知
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
こ
の
ま
ま
で

い
く
と
き
は
遠
か
ら
ず
絶
滅
し
て
し
ま

う
類
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
故
に
野
鳥
は
「
カ
コ
」
で
飼
諦

す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
け
や
め
て
自
然

の
姿
を
山
野
で
眺
め
声
を
聞
い
て
楽
し

む
こ
と
が
娘
も
望
ま
し
い
こ
と
で
す
。

然
し
山
野
に
行
け
な
い
事
大
、
流
人
等

む
の
喜
普
通
と
す
る
よ
っ
に
な
∴
、
し

た
。
然
し
読
図
の
飼
蔦
の
掠
鎌
は
相
当

詐
く
こ
れ
京
急
に
攻
め
る
と
」
も
ど
う

か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
野
鳥
の
う
ち
会

蔓
J
減
も
多
く
飼
蒋
さ
れ
て
い
る
も
の

で
虹
つ
他
の
種
類
に
比
べ
て
比
較
的
山

野
に
纏
忠
敬
の
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
雄
に
調
査
の
う
え
決
定
さ
れ
て
い
る

の
か
、
メ
ジ
ロ
、
ウ
ク
ィ
ス
、
マ
ヒ

ワ
、
ウ
ソ
、
ホ
ポ
ジ
ロ
、
ヤ
マ
ガ
ラ
、

ヒ
バ
リ
の
七
態
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

L
種
類
に
つ
い
て
は
知
単
の
櫛
陳
で
舶

雑
許
可
が
出
せ
ま
す
。
そ
の
他
の
野
鳥

の
こ
と
表
考
え
法
経
で
節
義
の
道
が
あ

け
ち
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
一
般

の
健
全
な
人
達
は
山
野
で
野
鳥
の
姿
を

眺
め
毒
素
的
く
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

現
在
餉
娃
と
な
っ
て
い
る
種
類
の
大
部

分
は
纏
忠
敬
の
少
な
い
種
類
で
あ
り
ま

た
年
中
官
虫
を
食
べ
有
益
鳥
類
の
中
で

も
穀
も
大
切
な
も
の
で
す
か
ち
、
こ
れ

ら
の
野
鳥
が
こ
れ
以
上
少
く
な
る
こ
と

を
防
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

田
本
以
外
の
文
明
田
で
そ
の
園
に
棲

む
野
鶴
の
飼
商
を
許
可
し
て
い
る
閏
は

殆
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
等
も
特
は
い

ろ
い
ろ
な
野
鳥
を
飼
っ
た
の
で
す
か
現

在
で
は
そ
の
不
都
合
の
写
い
ぶ
に
気
付

い
て
野
鳥
の
声
は
中
野
で
籾
い
て
楽
し

は
総
て
農
林
大
臣
の
詳
申
告
必
嬰
と
し

ま
す
。
そ
し
て
捕
獲
し
た
野
鳥
に
つ
い

て
は
必
ず
知
や
の
発
行
す
る
飼
育
許
可

証
を
必
要
と
し
ま
す
。
こ
の
申
請
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
集
塵
杯
事
瑳
所
（
当

登
内
は
北
九
州
証
人
播
区
折
趨
町
八
幡

農
林
事
務
所
）
の
林
務
課
に
御
照
会
下

さ
い
。
ま
た
現
在
こ
の
規
定
を
知
ら

な
い
為
に
許
可
を
受
け
な
い
で
野
鳥
を

飼
っ
て
い
る
人
は
届
け
出
て
下
さ
い
。

ま
た
今
年
八
月
末
ま
で
に
全
国
で
一
羽

の
野
鳥
も
飼
養
許
可
証
の
な
い
も
の
の

な
い
よ
う
各
府
県
共
に
鵠
暮
し
て
お

り
ま
す
の
で
近
所
で
野
鳥
毛
細
請
し
て

い
る
人
が
あ
れ
ば
叢
椿
事
衝
所
林

務
藻
に
感
け
由
る
よ
っ
お
知
ち
せ
下
さ

こ
の
摘
雑
期
間
後
は
法
術
に
よ
り
違

反
者
は
処
韓
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま

す
。
な
お
、
カ
ナ
リ
ヤ
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ

ツ
、
イ
ン
コ
、
フ
ン
チ
ョ
ウ
な
と
の
洋

蔦
は
、
飼
蒲
許
可
証
は
い
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
狩
猟
免
許
義
X
け
て
捕
獲
し
た

狩
猟
蔦
や
掘
化
さ
れ
た
ウ
ズ
ラ
な
ど
も

鋼
帯
許
可
雄
は
い
り
ま
せ
ん
。

昭
和
三
九
年
度

分
館
対
抗
野
球
、
子

供
相
撲
大
会
関
か
る

伍
例
の
分
館
対
抗
野
球
、
子
根
相
撲

大
会
が
八
月
二
日
通
草
ク
ラ
ン
ド
、
滝

木
枝
ク
ラ
ン
ド
及
び
遠
質
川
グ
ラ
ン
ド

に
て
野
球
二
九
チ
ー
ム
、
子
供
相
躾
九

チ
ー
ム
の
参
加
に
よ
り
盛
大
に
鞠
催
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り

お
知
ち
せ
し
ま
す
。

一
、
野
球
（
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
）
予
避
の

み遠
申
グ
ラ
ン
ド
　
広
猶
、
虫
佐
津
、

瑞
浪
、
尾
略
、
菌
町
以
上
の
チ

ー
ム
よ
り
勝
残
の
鬼
没
尾
崎

浅
本
校
グ
ラ
ン
ド
…
孝
良
、
透
間
用

木
等
、
浅
木
、
鬼
没
、
兜
町
以

上
チ
ー
ム
よ
り
勝
残
り
遠
舶
用

遼
費
用
ク
ラ
ン
ド
…
士
別
府
、
全
盲

箪
千
代
丸
、
別
府
以
上
チ
ー

ム
よ
り
勝
残
り
別
府

「
子
供
相
接

擾
　
肱
…
∴
蔦
∴
∴
河

津
優
酪
　
　
虫
生
二
帝

三

　

位

　

　

別

　

府

闘
∴
位
　
　
尾
　
崎

野
球
の
準
決
肱
、
決
勝
戦
は
八
月
三

〇
日
（
日
曜
）
遺
草
ク
ラ
ン
ド
で
左
記

組
合
せ
に
よ
り
潜
行
し
ま
す
。

－　別∴∴府

－
i
i
i
I
∴
退
費
用

i
 
i
－
i
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鬼
∴
∴
評
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1
－
棺
∴
∴
慨



福
岡
県
職
員
採
用
初
級
試
験
お
よ
び

福
岡
県
欝
察
官
採
用
試
験
の
実
施
に

つ
い
て

◎
県
職
員
採
用
初
級
試
験

一
、
試
験
匪
分

一
般
専
務
、
機
墨
土
木
、
建
染
、

林
業
、
遥
気
、
単
極
専
務
、
薄
紫
事

務
「
受
験
賃
格

の
一
轄
蒜
、
機
星
、
土
木
、
麺

業
、
林
巻
、
健
気
、
学
校
専
務
は

昭
和
三
軍
四
月
二
日
か
ら
醐
和

二
二
隼
田
月
言
ま
で
に
弛
ま
れ

た
案
ま
た
は
昭
和
四
〇
空
一
－
月
ま

で
に
蕪
窒
枝
毛
卒
業
す
る
見
込

み
の
者

㊤
　
常
襲
榔
務
は
、
昭
和
一
六
宰
四

月
二
日
か
ら
昭
和
二
二
年
四
月
一

月
ま
で
に
住
ま
れ
た
諸
ま
た
は
昭

和
側
○
竺
一
月
ま
で
に
誼
等
単
段

斉
章
薬
す
る
見
込
み
の
者

一
、
受
験
手
練
お
よ
び
受
付
期
間

用
申
込
用
紙
の
請
求
先

福
岡
県
人
跡
委
員
会
事
務
局

（
栖
岡
市
天
神
一
丁
昌
一
蕃
一
号

成
案
7
4
）
3
1
3
1
）

の
受
験
の
申
込
み

㈲
申
込
先

細
岡
興
人
専
香
山
会
事
務
局

の
受
付
期
間

昭
和
三
九
年
九
月
七
日
～
昭
和

三
九
年
九
月
二
六
日
（
平
日
は

年
前
九
時
か
ら
牛
後
田
嶋
ま
で

土
曜
は
正
午
ま
で
）
、
郵
送
に

よ
る
場
合
は
、
九
月
二
六
日
ま

で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り

受
付
け
る
。

㈱
申
込
の
方
法

所
定
の
申
込
用
紙
に
必
紫
叢

を
記
入
し
、
語
窃
手
、
写

真
各
は
り
、
試
験
手
数
料
二
〇

〇
巾
を
そ
え
て
提
拭
し
て
下
さ

福
岡
県
入
部
委
員
会

一
、
そ
の
他

試
験
に
つ
い
て
の
闘
い
合
わ
せ
は
、

補
間
県
人
事
案
白
金
で
お
答
え
し
ま

す
。
郵
便
に
よ
る
窮
合
は
、
「
あ
て

先
」
明
記
の
「
注
視
は
が
き
」
に
よ

る
か
、
ま
た
は
一
〇
円
切
手
を
は
っ

た
「
あ
て
先
」
明
記
の
返
信
胴
部
調

を
固
射
し
て
く
だ
さ
い
。

⑥
県
警
察
宮
採
用
試
験

「
職
務
の
内
容

県
民
の
生
命
、
身
隼
野
球
の
保
護

犯
罪
の
予
防
、
捜
盃
、
観
塵
藩
の
逮

捕
お
よ
び
公
安
の
矯
母
上
の
葉
窮
に

従
辞
し
ま
す
。

「
受
験
資
格

岬
和
一
幽
律
四
月
二
日
か
ち
棚
卸
二

二
軍
側
月
盲
ま
で
に
生
ま
れ
た
男

子
で
、
次
の
各
与
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者

の
日
本
国
籍
を
布
し
な
い
諸

㈲
禁
冶
鹿
醇
お
よ
び
準
禁
治
産
者

初
巻
」
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
戦
行
を
終
る
蔓
C
、
ま
た
は
そ

の
刑
の
淡
行
憂
げ
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
密

の
福
岡
県
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受

け
、
当
該
処
分
の
臼
か
ら
二
年
素

経
過
し
な
い
者

㈲
日
本
画
憩
法
施
行
の
臼
以
降
に
お

い
て
、
日
本
国
悲
涙
ま
た
は
そ
の

下
に
成
質
し
た
政
府
を
暴
力
で
破

簸
す
る
こ
と
季
轟
す
る
政
党
そ

の
他
の
帥
体
奈
捜
し
、
ま
た
は

こ
れ
に
加
入
し
た
堵

一
、
受
験
手
続
お
丈
び
受
付
期
間

用
申
込
胴
紙
の
諦
来
光

福
間
県
人
肇
薯
日
金
時
務
属

細
陥
り
ュ
遊
楽
本
靭
欝
摸
謙

語
察
掌
没
及
び
県
下
冬
営
楽
薯

㈲
受
験
の
申
込
み

直
送
先
、
受
付
期
間
、
申
込
の
方

法
は
、
駄
酸
買
採
用
試
験
に
同
じ

一
、
そ
の
他

試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
も
栗
城
茸

採
用
試
験
に
同
じ

減
殺
者
慰
霊
塔
建
立

に
関
す
る
経
過
譲
告

遠
賀
町
域
残
暑
慰
霊
塔

建
∴
澄
　
委
　
員
　
会

戦
繁
用
慰
霊
塔
建
立
に
つ
き
ま
し
て

は
町
民
拐
巌
方
の
絶
大
な
細
法
力
と
初

理
解
に
よ
り
ま
し
て
昭
和
二
十
九
年
七

月
二
十
言
除
籍
式
奉
行
致
し
ま
し

た
∵
J
の
葦
肱
に
関
し
、
培
様
方
の
一

方
な
ら
ぬ
御
援
助
に
対
し
厚
く
感
謝
の

栄
姦
し
ま
す
と
と
も
に
前
号
に
て
約

束
し
て
い
ま
し
た
経
過
を
涙
の
と
お
り

減
菩
赦
し
茎
㌔

収
　
入
　
町
よ
り二

二
〇
〇
、
c
c
0
円

一
腰
需
耐
震

八
六
六
、
回
五
二
円

詰
　
二
〇
六
六
、
四
五
二
円

蔓
　
出
　
撃
蓑「

七
四
一
、
六
〇
〇
国

縫
∴
盤

二
〇
四
、
九
四
八
円

高
∴
二
九
里
ハ
、
五
四
八
円

残
金
一
一
九
、
九
〇
四
円

興
能
会
（
元
ビ
ル
マ
派

遣
寵
六
七
三
四
部
隊
）

戦
殖
者
慰
霊
祭
の
執
行

に
つ
い
て

本
草
は
雄
和
十
九
年
の
天
瀬
髄
か
ち

二
十
年
に
当
り
左
記
に
ょ
り
臨
海
略
洩

残
翠
一
年
用
字
整
裳
が
放
り
行
な
わ

れ
ま
す
の
で
多
数
個
冬
持
下
さ
い
ま
す

よ
う
個
裳
内
申
し
上
げ
ま
す
。

「
日
時
∴
咽
和
三
上
九
牟
九
月
十
三

日
（
串
瞞
‖
）
年
前
十
時
二
十
分

間
始

二
、
場
所
　
鯨
岡
正
確
同
約
祖

述
っ
て
舶
用
向
の
場
合
は
臓
器
わ
の

輿
輝
会
員
か
、
又
は
左
記
の
薄
霧
所

へ
掌
理
ね
下
さ
い
。

短
胸
高
比
高
志
町
一
T
H
七
七
二

右
∴
聞
∴
績
　
二
　
郎

毒
薬
2
）
七
へ
〇
一


